
屠甚つき、夜間及び深夜の時間帯を通じて一の介護従事者を配置してい   

る場合において、それに加えて常勤換算方法で一以上の介護従業者を配   
置した場合に算定するも哩全ての開所引こおいて、   

夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとす   

る且＿  

こ 

①「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の降割こ  

伴う、毒紳 ・暴言等の症状を指すものである。   

②本加算は、利用割こ「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急   

頗、要であると医師が判断した場合であっ   

て、介護支援専P頼産   
額の同意の上、指定認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場全   
に算定することができる。嘩   
’L⊥ニ 

この際、短期利用共同生活介護ではなく、医療機関における対応が  
必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の  

紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取  
り計らう必要がある。   

③凍短期利用引責介護の利用を開始した場合に  

は、当該加算は算定できないものであること。  

a 病院又は診療所に入院中の者  

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所  

中の者  

砲償、  

特定施設入居者生活介護、御所療養介護及  
び短期利用共同生活介護を利用中の者   

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておく  

H。また、事業所も判断を行った日時、医師名、及び利用開始に当  
たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。   

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行  
動噛平  

価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の短期利用共同  
生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意するこL  

（4）働こついて  
3の（6）を準用する。  
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（5）看取り介護加算について   

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基  
づき回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を本人又  

はその家族に対して説明し、その後の療養方針についての合意を得た  

場合において、医師、看護職員、介護職員等が共同して、随時本人又  
はその家族に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を  

しながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援すること  

を主眼として設けたものである。   

② 看取り介護加算は、二十三号告示第三十九号に定める基準に適合す  
る看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて三○  

日を上限として、指定認知症対応型共同生活介護事業所において行っ  

た看取り介護を評価するものである。  

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入  
院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、当該指定認  

知症対応型共同生活介護事業所において看取り介護を直接行っていな  

い退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。  

（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が三○日以上  

あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）   

③ 指定認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月  

が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまと  

めて算定することから、利用者側にとっては、事業所に入居していな  
十、月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居  

等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加  
算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同  

意を得ておくことが必要である。   

＠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して  

利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必  

要であり、欄わりの  

中で、利用者の死亡を確認することができる。  

なお、麟行う観点から、事業所が入院する医療機  

関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対し  

て本人の状態を伝えることについて、退居等の際、瑚こ対  

⊥二運凸．二∑⊥」上且＿＝ユり 

⑤ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭  
で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載すると  

一品   
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ともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。   

また、珊終し   

ても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利   
用者の状態等に応じて随時、㈱こ対する看取り介護について相談   

し、瑚看］簸り   
介護加算の算定は可能である。  

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保される   

よう、輝こ、本  

人の状態や、御こもかかわらず来てもらえなかった   

旨を記載しておくことが必要である。   

なお、卿こ考えることは極めて重   

要であり、事業所としては、一度連絡を取って来てくれなかったとし  
ても、卿認しなが   

ら介護を進めていくことが重要である。  

参 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の  

介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用  

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう   

にするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、一月に  

二人以上が看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ま   

しくないものであること。  

（訟 初期加算について  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、「「認知症老人高齢   

者の日常生活自立度判定基準」御（平成五年十月二十六   

旦老健第百三十五号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基  

〔姐 初期加算について  

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立度のラ   
ンクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去－一一月問とする。）の間に、   
当該事業所に入居したことがない場合に限り算定できることとする。  

準」という  ）によるランク  Ⅲ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去一   
月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算   

定できることとする。  
（迫 医療連携体制加算について  

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、   

可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続   

できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となっ   

た場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する   

ものである。   

（旦 医療連携体制加算について  

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、   

可能な限り継続して指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続   

できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となっ   

た場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する   

ものである。  

したがって、   

① 利用者の状態の判断や、指定認知症対応型共同生活介護事業所の介  

し7こかつ▼し、  

① 利用者の状態の判断や、  指定認知症対応型共同生活介護事業所の介  
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護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ  

ることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加  
算は認められない。   

② 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を  

活用する場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と  

他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。   

③ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし  

ては、  

・利用者に対する日常的な健康管理  

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）と  
の連絡・調整  

・看取りに関する指針の整備  

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保   

することが必要である。  

なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における   

対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期にお   

ける医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対   

応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考   

え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する   

指針、などが考えられる。  
また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問者護ステーシ   

ョンを利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療   

報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であ   

ることについては、これまでと変わらないものである。  

（8）退居時相談援助加算について   

①灘  

a御割引こ関する相談援助  
b 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目  

的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退居する者の介助方法に関する相談援助   

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであるこ  

上．．」  

a 退居して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応  

護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であ   

ることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加   

算は認められない。  

② 看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を   

活用する場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員と   

他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。  

③ 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとし   

ては、  

・利用者に対する日常的な健康管理  

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）と  

の連絡・調整   

・看取りに関する指針の整備   

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保  

することが必要である。   

なお、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における  

対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、（D急性期にお  

ける医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における指定認知症対  

応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考  

え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する  

指針、などが考えられる。   

また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーシ  
ョンを利用することが可能となったが、急性増悪時等においては、診療  

報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能であ  

ることについては、これまでと変わらないものである。  
■▲一   

－28－  



型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、特定施  

設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の利用を  

開始する場合  c側   
③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である言十画作成担当者、介護職  

員等が協力して行うこL   
④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも‥行うこと。   

⑤潮合は、相談援助を行った日及び相談援助  

の内容の要点に関する記録を行うこL  

（9）認知症専門ケア加算について  

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認めら   

れることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常封告白立度の   

ランクⅢ、ⅠⅤ又はMに該当する利用者を指すものとする。  

②朝「認知症介護実践者等養   

成事業の実施について」潮○   

勝ド「認知症介護実践者等養成事業   

の円滑な運営について」（平成十八年三月三十一日老計第○三三一0   

0七号厚生労働省計画課長通知）㈲ダ   
ー研修」を指すものとする。  

③側「認知症介護実践   

者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の   

円滑な運営について」脚）「認知症介護指導者研修」を指すも   

のとする。  

（10）サービス提供体制強化加算について   

①側臥、3（9）②、③及び⑤並びに4（5）②を準用すること。   

②灘介護を利用者に直接提供する職員とは、  

介護従業者として勤務を行う職員を指すものとする。  

6 地域密着型特定施設入居者生活介護費  

（l）その他の居宅サービスの利用について  

地域密着特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー   

ビスの利用については、地域密着型特定施療入居者生活介護費を算定し   

た月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理   

指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。   

ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、  

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービ  

6 地域密着型特定施設入居者生活介護費  
（1）その他の居宅サービスの利用について  

地域密着特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー  

ビスの利用については、地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定し   

た月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理   

指導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。   

ただし、地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、  

当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービ  
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スを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居して   

いる月の当初は地域密着型特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き   

入居しているにも関わらず、月の途中から地域密着型特定施設入居者生   

活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サ   

ービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。   

なお、入居者の外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護は算   

定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域   

密着型特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一   

部を、当該地域密着型特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委   
託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託してい   

る場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委   

託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させ   

ることができる 。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令   

を行えることが必要である。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  

標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練  
計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載す  

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが  

できるものとすること。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練  

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。  

スを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居して   

いる月の当初は地域密着型特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き   

入居しているにも関わらず、月の途中から地域密着型特定施設入居者生   

活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サ   

ービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。   

なお、入居者の外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護は算   

定できない。  

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（地域   

密着型特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一   

部を、当該地域密着型特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委   

託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託してい   

る場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委   

託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させ   

ることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令   

を行えることが必要である。  

（2）個別機能訓練加算について   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  
計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）にらいて  

算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に  
従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。   

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介  

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目  
標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づ  
いて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。  

なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練  
計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載す  

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることが  

できるものとすること。   

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回以上利  
用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。   

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、  

利用者ごとに保管され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練  

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。  

（3）医療機関連携加算について  
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（D 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号において   

「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以下この号にお   

いて「情報提供日」という。）前三十日以内において、地域密着型特   

定施設入居者生活介護を算定した日が十四日未満である場合には、算   

定できないものとする。  

・② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。  

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定地域密着型特  

定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及  

び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の曝供する情報の吋容  

について定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を捏   

供することを妨げるものではない。  

欄共日までの間にお   

いて、瑚利用者ご   

とに健康の状況について随時記録すること。  潤筆（FAXを   
含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機   

関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又は利用   

者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を  

得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した  

場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。  

（聖 夜間看護体制加算について  

夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。  

「二四時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを   

要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合に   
は地域密着型特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも   

のである。具体的には、  
（D 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び  

看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール  

体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされてい  

ること。   

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護  

職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような  

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。   

③ 地域密着型特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、㊤  

及び②の内容が周知されていること。  

鎚 夜間看護体制加算について  
夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。   

「二凶時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを   
要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合に   
は地域密着型特定施設か らの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうも   

のである。具体的には、   

① 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び  

看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール  

体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされてい  

ること。   

② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護   
職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのような  

ことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。   

③ 地域密着型特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②  

の取り決めが周知されていること。  
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④ 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異な  

る場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行う  
とともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を整備することを想定している。  
7 地域密着型介護福祉施設サービス費  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するために   

は、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ   

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要で   

あること（施設基準第二十一号）。  
（2）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において所定単位数   

を算定するための施設基準等について  
一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が地域密着型介護福   

祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護   
職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそ   

れぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必   

要である。また、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がユ   

ニット型地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するた   

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユ   

ニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であ   

ること（施設基準第二十一号）。  
また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及   

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている   

ことが必要であること（夜勤職員基準第四号）。  
また、施設基準第二十一号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではない。  
（3）地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十二号に規定す  

る基準に従い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第二十二号イに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。  

④ 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異な  

る場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行う  
とともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

といった体制を整備することを想定している。  

7 地域密着型介護福祉施設サービス費  

（1）所定単位数を算定するための施設基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するために   

は、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ   

か、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要で   

あること（施設基準第二十一号）。  
（2）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において所定単位数  

を算定するための施設基準等について  

一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設が地域密着型介護福   

祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護   
職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそ   

れぞれについて所定の員数（三：一の職員配置）を置いていることが必   

要である。また、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設がユ   

ニット型地域密着型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するた   

めには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユ   

ニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であ  

ること（施設基準第二十一号）。  

また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及   

びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いている  

ことが必要であること（夜勤職員基準第国号）。  

また、施設基準第二十一号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員   

をいうものであ、り、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した   

取扱いが行われるものではない。  

（3）地域密着型介護福祉施設サービス費を算定するための基準について  

地域密着型介護福祉施設サービス費は、施設基準第二十二号に規定す  

る基準に従い、以下の通り、算定すること。   
イ 施設基準第二十二号イに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が一人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。  
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ロ 施設基準第二十二号ロに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。   

ハ 施設基準第二十二号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年  

厚生労働省令第三十四号。以下「指定基準」という。）第百六十条第  
一項第一号イ（3）（i）（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット  
型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。   

施設基準第二十二号こに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

基準第百六十条第一項第一号イ（3）（辻）を満たすものに限るものとし、  

同（i）（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用す  

る場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」と  

いう。）の入居者に対して行われるものであること。  

（4）やむを得ない措置等による定員の超過  

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含   

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな   
り、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を算定することと   

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に一00分の一○五を乗   

じて得た数（入所定員が四○人を超える場合にあっては、利用定員にこ   

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に－00分の一   

○五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（通所介護   

費等の算定方法第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的   

かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必   

要があること。   

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置  

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ  
た措置により当該指定地域密着型介護老人福祉施設において空床利用  

型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを  

ロ 施設基準第二十二号ロに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定  

員が二人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対  

して行われるものであること。   
ハ 施設基準第二十二号ハに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年  

厚生労働省令第三十国号。以下「指定基準」という。）第百六十条第  

一項第一号イ（3）（i）（指定基準附則第十一条第一項の規定により読み  

替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット  

型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。   
ニ 施設基準第二十二号こに規定する地域密着型介護福祉施設サービス  

費  

地域密着型介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定  

基準第百六十条第一項第一号イ（3）（止）を満たすものに限るものとし、  

同（i）（指定基準附則第十一一条第一項の規定により読み替えて適用す  

る場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」と  

いう。）の入居者に対して行われるものであること。  

（4）やむを得ない措置等による定員の超過  

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含   

む。）が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象とな   
り、所定単位数の一00分の七○を乗じて得た単位数を算定することと   

なるが、①及び②の場合においては、入所定員に－00分の一○五を乗   

じて得た数（入所定員が囚○人を超える場合にあっては、利用定員にこ   

を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に一00分の一   

○五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること（職員配置   

笠基準第十一号イ）。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例   

的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある   

こと。   

① 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置  

による入所（同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行っ  

た措置により当該指定地域老着型介護老人福祉施設において空床利用  

型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。）によりやむを  
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一丁  

得ず入所定員を超える場合   

② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人福祉施  

設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より  

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該  

施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）   

③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが  

見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活  

を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に  

入所をすることが適当と認められる者が、指定地域密着型介護老人福  

祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される  

指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定地域密着型介護福  

祉施設サービスを受けることにより、地域密着型介護老人福祉施設の  

入所定員を超過する場合  

（5）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又   

は看護職員の人員基準欠如等  
一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護福   

祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所   
定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分   

のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合   

に行われるものである。また、ユニット型地域密着型介護福祉施設サー   

ビス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の   
減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定   

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである   

こと（職員配置等基準第十号口及びハ）。  
なお、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型   

介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着型介護福祉施設サービ   

ス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設   

全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。  

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット   

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所   

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ   
いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制   

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行   

われることとなる（夜勤職員基準第凶号）。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

得ず入所定員を超える場合   

② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型介護老人福祉施  

設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より  

早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該  

施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。）   

③ 近い将来、指定地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが  

見込まれる者がその家族が急速入院したことにより在宅における生活  

を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に  

入所をすることが適当と認められる者が、指定地域密着型介護老人福  

祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される  

指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定地域密着型介護福  

祉施設サービスを受けることにより、地域密着型介護老人福祉施設の  

入所定員を超過する場合  

（5）一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員又   

は看護職員の人員基準欠如等 
一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型介護福   

祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所   
定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分   

のどちらか一方で所定の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合   

に行われるものである。また、ユニット型地域密着型介護福祉施設サー   

ビス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の   
減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定   

の員数（三：一の職員配置）を置いていない場合に行われるものである   

こと（通所介護費等の算定方法第十号口及びハ）。  
なお、一部ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の地域密着型   

介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着型介護福祉施設サービ   

ス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設   

全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。  

また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット   

部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所   

者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分につ   
いて夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制   

の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行   

われることとなる（夜勤職員基準第四号）。  

（6）ユニットにおける職員に係る減算について  

r一   
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